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　９月17日の本会議において「釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関する条例」が可決されました。
　同条例の審議に当たっては、各常任委員会において、さまざまな観点から活発な議論が行われ、総務文教常任
委員会では文化財保護法を踏まえた開発行為への対応について、経済建設常任委員会では太陽光発電施設設置
事業者の森林法違反の状況について、民生福祉常任委員会では罰則規定の在り方を主とした条例の内容につい
て、それぞれ慎重に検討が重ねられました。
　市議会としては、本条例の適正な運用が図られるよう、その動向を見守りながら、引き続き責任を持って対応して
まいります。

　市ではカナダ・バーナビー市との姉妹都
市提携60周年を記念し、７月10日から15
日の日程で、公式訪問団を派遣しました。
市議会からは畑中優周議長、姉妹都市等
交流促進議員連盟の草島守之会長、宮田
団副会長が公式訪問団の一員として参加
しました。
　現地では盛大な歓迎を受け、今後も友
好と協力の絆を強めていくことを確認し
た調印書が取り交わされました。
　また、９月12日にはバーナビー市公式
訪問団が来釧し、「バーナビーのこみち」除
幕式や歓迎レセプションが行われました。
　市議会からは畑中優周議長、松尾和仁
副議長のほか、姉妹都市等交流促進議員
連盟の議員7人が出席し、訪問団との親睦
を深めました。

　８月６日から８日の日程で大澤恵介議
員、河合初恵議員、板谷昌慶議員の３人が
鳥取県鳥取市を公式訪問し、鳥取市長と
市議会の正副議長への表敬訪問などを行
いました。
　姉妹都市である鳥取市との友好の絆と
相互理解を深め、今後も末永く交流してい
くことを確認しました。
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次回の12月定例会は12月4日（木）午前10時から開会の予定です。

令和7年9月定例会が開催されました。今議会の概要をお伝えします。

自然と太陽光発電施設の調和に関する条例 可決！自然と太陽光発電施設の調和に関する条例 可決！

自然と太陽光発電施設の調和に
関する条例可決ほか
本会議（質疑・一般質問）
委員会審査ほか
定例会審議結果ほか

バーナビー市姉妹都市提携
60周年記念事業

姉妹都市親善訪問

民生福祉常任委員会　金安 潤子 委員長
Q　太陽光発電施設設置事業者が森林伐採後に
森林法に基づき提出すべき報告書について、4月
30日の提出期限である書類が4カ月遅れたことに
関する経緯を聞きたい。
A　当該書類については、4月30日付のものが、8月
25日に事業者から提出されたが、市では実際の提出
日である8月25日付で受理している。
　担当課が提出書類の内容を、事業開始前に提出
されていた届出書や現地の衛星写真等を確認したと
ころ、報告内容に疑義が生じたため、翌26日に北海
道へ相談、29日に北海道と市の担当課が現地の測
量等を行った結果、当初提出の届出書と異なる内容
であったことから森林法違反が判明した。
　市として、期限内に提出されるべき書類の催告が
遅れたことは反省すべきであるが、一部報道にある
ような書類の偽装を黙認したという事実はない。

Q　「釧路市自然と太陽光発電施設の調和に関
する条例」について、条例を順守しない者に対
し、公表だけでなく罰金を科すべきではないか。

A　条例に違反した場合は、勧告・命令を行い、
それにも従わない場合には、その旨を公表するこ
ととしている。過料や罰金などの金銭的制裁措置
は、他自治体でも採用事例がわずかで、金額も少
額となるため、事業者に与える影響は少ないと考
えている。一方で制裁的措置としての「公表」は、
社会的信用の低下など重大な影響を与えるもの
であり、実効性のある抑止措置と考えている。

Q　二地域居住者（居住地以外に滞在拠点を
持ち定期的に通う人）として、若者・子育て世代
といった夏季の長期滞在とは異なる新しい層
の獲得を目指す場合は、一般市民や民間事業
者、保育、介護、教育などさまざまな分野との連
携が必要と考えるがどうか。

A　地域住民との交流や各種情報提供の継続
実施のほか、起業家との交流機会の創出や、市
民と同等のサービスを受けることができる第２住
民サービス制度の開発検討など、二地域居住等
促進戦略に基づき、くしろ長期滞在ビジネス研
究会や庁内関係課と課題の共有を図りながら取
り組みを進めていきたい。

二地域居住者の獲得に向けた
連携を

条例違反の事業者への罰則の
在り方は 

太陽光発電施設設置事業者の
森林法違反について

総務文教常任委員会　梅津 則行 委員長 経済建設常任委員会　山口 光信 委員長
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市議会ホームページで発言通告
一覧をご覧いただけます。

今定例会では、予算決算常任委員会と３常任委員会および
2特別委員会の審査を行いました。
1面に掲載した委員会以外の審査内容をお知らせします。

委員会審査

　釧路市議会では、9月29日に初となる「ハラスメ
ント講習会」を開催しました。外部講師を招き、議
員一人ひとりが自らの言動を見直す契機とするこ
とを目的としたものです。議員によるハラスメント
が全国的に問題となる中、釧路市議会としても「対
岸の火事ではない」との認識の下、市民の皆さま
から信頼される議会を目指しています。
　また、皆さまの関心が高い「議員定数の在り方」
についても検討を進め、議会改革の取り組みを一
層強化してまいります。

　今定例会の予算決算常任委員会は、補正予算に関する審査のほか、令和6年度の決
算に関する審査を行いました。
　各分科会の審査の中から注目する内容をご紹介します。

「教育分野の奨学金返済支援制度を」
Q　釧路市奨学金返済支援補助金は、奨学金の利用者が本制度の協力企業に勤務した
場合、協力企業と釧路市が返済の支援をするものである。同様の制度を釧路市教育委員
会が設け、教職員や図書館司書等の職に就いた人を支援することで、市の教育人材の確
保にもつながると考えるがいかがか。

A　北海道教職員は、人事異動による市外への転出もあり同様の制度の適用は難しいと
考えるが、市の教育施設における職員の在り方については、関係部局と協議を進めていく。

「外国人受け入れの在り方について」

無所属
齋藤　賢之
　　　　　議員

問　外国人を受け入れるに当たっては、
外国人が日本の文化や習慣に馴染むこ
とが大切であり、それを前提とした取り
組みが展開されるべきと考えるが、市長
の見解は。

答　在留外国人は、特に産業・経済界に
おいて頼りにされる人材であり、まちの
未来の一端を担う可能性も大きいこと
から、共存共栄し、一緒に住んでいける
ような社会をつくっていきたいと考える。

「釧路湿原国立公園の区域拡張につ
いての見解は」

無所属
木村　隼人
　　　　　議員

「人口減少時代における公共施設の
在り方の見直しを」

自政ク
山口　光信 
　　　　　議員

問　人口減少時代にある中で、市として
公共施設の利用率向上に向けた対策
や、人口に見合った適正配置について
検討する必要があるのでは。

答　事業や公共施設自体の見直しが必
要な時代になったと認識している。現
在、施設の統廃合の必要性について協
議を進めており、今後、施設の在り方や
指定管理者制度の効果的な活用の方向
性をできるだけ早い段階で示し、その必
要性を市民へ説明しながら見直しを進
めていきたい。

問　熊本県の阿蘇くじゅう国立公園に
おいて、本年2月に環境保全を目的とし
た国立公園区域の拡張が認められたこ
とが、メガソーラーの乱開発の抑止に
なっていると考える。釧路湿原国立公
園についても、希少種の保護や景観の
保全のために国立公園区域拡張を目指
し、地域から声を上げることが必要で
はないか。

答　現在、環境省の支援を受けながら
「釧路市生物多様性地域戦略」の策定に
向けた作業を進めている。生物多様性
の保全対策を検討するに当たり、その
一つの有効な手段として国立公園の区
域拡張等、既存法制度の活用について
環境省釧路自然環境事務所に相談して
いる状況である。



4

くしろ　 市議会だより

令和７年第 5 回 9月定 例 会 審 議 結 果

※1　共産党の議員数は4人ですが、所属議員の1人が欠席したため3人としています。
※2　市民連合の議員数は4人ですが、所属議員の1人が欠席したため９月17日の採決議員数は3人です。
※3　現在、無所属議員は畑中議長を含め3人ですが、畑中議長は採決に加わっていないため、2人の氏名のみ記載しています。

意  見  書

令和７年度 介護保険特別会計補正予算
令和７年度 動物園事業特別会計補正予算
令和７年度 病院事業会計補正予算
令和７年度 水道事業会計補正予算
令和７年度 一般会計補正予算（議案第114号）
令和７年度 一般会計補正予算（議案第115号）
令和６年度 病院事業会計決算認定の件
令和６年度 水道事業会計決算認定の件
令和６年度 工業用水道事業会計決算認定の件
令和６年度 下水道事業会計決算認定の件
令和６年度 公設地方卸売市場事業会計決算認定の件
印鑑条例の一部を改正する条例

令和７年度 一般会計補正予算（議案第84号）
令和７年度 後期高齢者医療特別会計補正予算
令和７年度 下水道事業会計補正予算
令和６年度 各会計決算認定の件
令和６年度 港湾整備事業会計決算認定の件
国設阿寒湖畔スキー場条例の一部を改正する条例
訴えの提起の件

自然と太陽光発電施設の調和に関する条例

厚岸町との定住自立圏形成協定の変更について同意を求める件

弟子屈町との定住自立圏形成協定の変更について同意を求める件

土地処分の件

コミュニティセンターの指定管理者の指定の件

福祉部の所管する公の施設の指定管理者の指定の件

工業技術センターの指定管理者の指定の件

西港緑地等の指定管理者の指定の件

生涯学習部の所管する公の施設の指定管理者の指定の件

教育委員会委員の任命について同意を求める件

監査委員の選任について同意を求める件

公平委員会委員の選任について同意を求める件

人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件

市長に市民等への責任ある説明と誠実な対応を求める決議

選挙管理委員及び補充員選挙の件

国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書（提出先：衆・参議院議長、内閣
総理大臣ほか４大臣）

水道事業給水条例の一部を改正する条例

予　　算

決　　算

条　　例

条　　例

人　　事

諮　　問

条　　例

そ  の  他

選　　挙

決　　議

◎全会一致で可決（認定・同意）となったもの（28件）

市　　　　　長　　　　　提　　　　　出　　　　　議　　　　　案

議　　　　　員　　　　　提　　　　　出　　　　　議　　　　　案

議　　　　　員　　　　　提　　　　　出　　　　　議　　　　　案

継　　　　　続　　　　　審　　　　　査　　　　　中　　　　　の　　　　　も　　　　　の

議　　　　　長　　　　　付　　　　　議　　　　　案　　　　　件

◎賛否が分かれたもの（9件）　
市　　　　　長　　　　　提　　　　　出　　　　　議　　　　　案

会派名［（　）内は議員数］ 審議結果
無所属※3

公明党⑷自政ク⑹ 市民連合⑷※2 創志会⑶
齋藤議員

共産党⑶※1
木村（隼）議員

審議結果
無所属※3

公明党⑷自政ク⑹ 市民連合⑷※2 創志会⑶
齋藤議員

共産党⑶※1
木村（隼）議員

○賛成　╳反対

否　決
可　決
可　決
認　定
認　定
可　決
可　決

◎請願・陳情（6件） ○採択　╳不採択

予　　算

決　　算

条　　例

そ  の  他

職員の育児休業等に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する
条例の一部を改正する条例

╳
○
○
○
○
○
○

╳
╳
╳
╳
╳
╳
╳

○
○
○
○
○
○
○

╳
○
○
○
○
○
○

╳
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

╳
○
○
○
○
○
○

○ ╳ ○ ○ ○ ○ ○

○ ╳ ○ ○ ○ ○ ○

可　決

可　決

件　　名

釧路湿原国立公園への北斗緑地を含めた区域拡張の可能性について早急な専門
家による調査検討を求める件

千島海溝地震での津波からの太陽光発電設備の防災対策を早急に考えることを
求める件

株式会社日本エコロジーの市内における全ての太陽光発電施設の届出について
森林法遵守状況の調査実施を求める件

釧路市「核兵器廃絶平和都市宣言」を市役所の管理地や公園などに石碑などで設
置することを求める件

市民からの請願・陳情については議員の見識を明らかにすることを求める件

市長・市議会議員の選挙では公職選挙法に基づく「公報」を発行することを求める件

会派名［（　）内は議員数］

採　択

不採択

不採択

不採択

請　　願

陳　　情

○

╳

╳

╳

○

╳

○

○

○

╳

╳

╳

○

╳

╳

○

○

╳

╳

╳

○

○

○

╳

○

○

○

○

件　　名

不採択

不採択

╳

╳

╳

╳

○

╳

╳

╳

╳

╳

╳

╳

╳

○

　6月定例会で設置された上下水道事業審査特別委員会は、閉会
中の6月30日、7月4日、7日、9日、18日の5日間にわたり、水道料
金の改定に係る審査を行いました。
　委員会では、人口減少による料金収入の減少や、物価高騰によ
る維持管理費の増大といった状況の下、持続可能な上下水道事
業の経営の在り方、水道料金改定に向けた対話を行うことを含め
た市民周知の在り方、市民への負担軽減策として、一般財源活用
による料金改定率圧縮の可能性などについて議論がありました。
　審議の結果、付託されている「釧路市水道事業給水条例の一部
を改正する条例」について、９月定例会中に採決を行い、賛成多
数で可決しました。
　なお、採決に際し反対討論がありました。要旨は右記のとおり
です。

　今、市民の暮らしは空前の物価高騰の影響を受け大変な状況であり、そのような中で水道
料金を12.2％も引き上げることは、市民、特に生活困窮世帯にとっては重い負担となる。
　上下水道に係る物資等の高騰による料金の値上げ幅に関しても、市よりも市民負担の割合
が高く、市民に負担の大半を押し付けたと言われても仕方がない。また、道内人口上位10市の
中でも、釧路市は北見市に次いで２番目に水道料金の高い自治体であり、他都市との比較か
ら見ても大幅な料金改定は見直すべきである。
　水道法では豊富低廉な水の供給がうたわれている一方で、地方公営企業法では、独立採算
制を採用しなければならない旨が定められており、そこに大きな矛盾がある。老朽管更新費用
の水道料金への上乗せを続けていけば、今の制度ではいずれ立ち行かなくなる。
　他都市の事例を研究し、低所得世帯などに対する新たな減免制度の検討もされなかった。
　上下水道事業審査特別委員会で、全会派から市長総括質疑があったことは重く受け止めて
いただきたい。
　以上、反対討論とする。

概　　要 反対討論 共産党　西村　雅人　議員
「市長に市民等への責
任ある説明と誠実な
対応を求める決議」を
可決しました
　鶴間市長に関する公職選挙法抵
触に係る報道等に関して、釧路市
議会として、釧路市のリーダーであ
るとの認識の下、誠実に対応される
ことを強く求める決議文を採決し
ました。
（決議の全文は下の二次元コードか
らご覧いただけます）

上下水道事業審査特別委員会 山口　光信 委員長


